
 

 

 

 

 

令和６年度 

耐震診断費補助事業のご案内 

【分譲マンション】 

 

 

 

千葉市では、昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準により 

設計・建設された 

分譲マンションの管理組合を対象に、 

耐震診断費用の一部を補助します。 

※申請前に着手した場合は、補助対象になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先・申請先 

 千葉市建築指導課 

 〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所新庁舎低層棟４階 
 ＴＥＬ:０４３－２４５－５８３６ ＦＡＸ:０４３－２４５－５８８７ 
 Ｅメールアドレス shido.URC@city.chiba.lg.jp   千葉市 耐震診断  検索 



１ 補助対象 

市内にある分譲マンションで、次のすべてに該当するもの 

（１）昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準によって設計・建設されたもの 

（２）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、延べ面積が 1,000 ㎡以上、地上階数が３以上 

（３）区分所有者が現に居住する住宅の床面積の合計が、延べ面積の２分の１以上であるもの 

（４）管理組合の総会において、耐震診断の実施に係る決議がなされていること 

（ただし、予備診断の場合は、理事会での議決でも可） 

（５）耐震診断に必要な構造設計図書（構造に係る設計図又は竣工図等）があること 

※ 補助金の交付は、１管理組合１回限りです。 

２ 耐震診断を行う者 

耐震診断を行う者は、千葉市に登録している「マンション耐震診断士」の中から管理組合が選定し、依頼し

てください。(マンション耐震診断士の名簿は建築指導課の窓口の他、ホームページからもご覧いただけます。) 

※ 補助対象マンションの当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事務所に勤務する建築士で、

耐震診断講習会を受講した建築士も、耐震診断を行うことができます。 

３ 耐震診断の内容 

耐震診断は「予備診断」と「本診断」の２段階で行われます。 

（１）予備診断 

構造設計図書等の内容を確認し、本診断の必要性の有無・診断方法を定め、その費用を算定します。 

（２）本診断 

建物の劣化状況等を調査したうえで、国の規定に基づき、耐震性能を明らかにします。国の規定とは、国

土交通省告示第１８４号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年１

月策定）」です。 

４ 補助額 

耐震診断に要した費用の３分の２。ただし、次の額を上限とします。 

（１）予備診断 

１棟あたり３万４千円、又は１管理組合あたり１７万円のいずれか低額 

（２）本診断 

１管理組合あたり４００万円、又は次のア、イ、ウの合計の３分の２のいずれか低額 

   ア 補助対象床面積のうち、１，０００㎡以内の部分の面積×３，６７０円/㎡ 

   イ 補助対象床面積のうち、１，０００㎡を超えて２，０００㎡以内の部分の面積×１，５７０円/㎡ 

   ウ 補助対象床面積のうち、２，０００㎡を超える部分の面積×１，０５０円/㎡ 

５ 申請にあたっての留意事項 

（１）総会の議決   申請時には、耐震診断を実施することについて、管理組合の総会において決議された 

旨を証明する決議書等を添付してください。 

（２）申請受付期間  令和６年５月１日（水）～５月３１日（金） 

※ 注意 ただし、当該年度の３月１５日までに実績報告書を提出できることが条件です。 

（３）補助件数      予備診断：１棟  本診断：１管理組合 （多数の場合は抽選を行う場合があります） 

（４）申請方法     予備診断を自費で実施し、本診断に係る補助のみを受けることも可能です。

診断 
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千葉市（建築指導課） マンション管理組合 マンション耐震診断士 

診断士名簿 

申請書類 

の入手 

耐震診断士の決定 

提出書類の確認・作成 

事前相談 

見積書の作成 

補助金交付申請（予備診断） 受付・書類審査 

補助事業対象者決定 

書類審査・交付決定 

追加書類の提出 

補助金交付決定通知書の受理 

耐震診断士との契約締結 

契約・予備診断の実施 

予備診断結果報告書の作成 

本診断に係る見積書の作成 
耐震診断結果報告書等の受理 

診断費用の支払・領収書受理 診断費用の受理・領収書発行 

実績報告書の提出 

補助金額確定通知の受理 

実績報告書の受理・書類審査 

補助額の確定 

補助金の請求 

補助金の受理 

請求書の受理 

補助金の交付 

補助事業対象者決定通知の受理 

見積書の依頼 

予備診断 

３０日以内 

【交付申請から補助金受理までの流れ】 

補助金交付申請（本診断） 受付・書類審査 

交付決定 
補助金交付決定通知書の受理 

耐震診断士との契約締結 
契約・本診断の実施 

本診断結果報告書の作成 耐震診断結果報告書等の受理 

診断費用の支払・領収書の受理 診断費用の受理・領収書発行 

実績報告書の提出 

補助金額確定通知の受理 

実績報告書の受理・書類審査 

補助額の確定 

補助金の請求 

補助金の受理 

請求書の受理 

補助金の交付 

申 

請 

準 

備 

予 

備 

診 

断 

本 

診 

断 

予備診断により、本診断が必要であると認められた場合 

本診断 

９０日以内 

★予備診断を 

自費で実施した場合 

※抽選が行われた場合 

診断 

※当該年度の３月１５日までに 

実績報告をしてください。 

２ 

※交付決定後に契約し、診断に

着手してください。事前に着手し

た場合は、補助できません。 



                        ■補助金の交付申請をする場合 

 書類名 予備診断 

本診断 

予備診断の 

補助 有 

予備診断の 

補助 無 

(1) 補助金交付申請書[予備診断]（様式第 13号） ○   

(2) 補助金交付申請書[本診断]（様式第 25 号）  ○ ○ 

(3) 建築確認通知書（写）又は建築台帳記載事項証明書 ○  ○ 

(4) 
予備診断実施に係る総会の決議書等又はこれに代わるもの 

※理事会の議決でも可 
○   

(5) 本診断実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの  ○ ○ 

(6) 
管理組合の役員名簿など 

（申請者が管理組合の代表者であることが確認できる書類） 
○  ○ 

(7) 予備診断費の見積書（写） ○   

(8) 本診断費の見積書（写）  ○ ○ 

(9) 構造設計図書の目次（写） ○  ○ 

(10) 予備診断結果報告書   ○ 

(11) 
★住宅以外の用途がある複合マンションの場合 

・住宅以外の部分の床面積の計算書 
○  ○ 

(12) 

★診断を行う者が当初設計者などの場合 

・当初の設計又は工事監理をした建築士又は建築士事務所に

勤務する建築士であることを証する書類 

・耐震診断講習会の受講修了証（写） 

○  ○ 

■抽選後、補助事業対象者として決定したとき（抽選を行わなかった場合は、募集期間終了後） 

 書類名 予備診断 

本診断 

予備診断の 

補助 有 

予備診断の 

補助 無 

(1) 配置図、平面図、立面図等建物の概要がわかる図面 ○  ○ 

(2) 面積表等、用途別・階別の面積が確認できるもの ○  ○ 

(3) 管理規約の写し ○  ○ 

(4) 
区分所有部分ごとの用途並びに区分所有者の住所及び氏名の

一覧表 
○  ○ 

■実績報告をするとき 

 予備診断の場合 本診断の場合 

(1) 実績報告書[予備診断]（様式第 22号） 実績報告書[本診断]（様式第 28 号） 

(2) 

補助金交付請求書[予備診断]（様式第 24号） 補助金交付請求書[本診断]（様式第 24 号の 2） 

★代理受領の場合 

補助金交付請求書[予備診断]（様式第 24号の 3） 

代理請求及び代理受領委任状（別記様式第 13 号） 

★代理受領の場合 

補助金交付請求書[本診断](様式第 24 号の 4) 

代理請求及び代理受領委任状(別記様式第 13号) 

(3) 予備診断結果報告書 本診断結果報告書 

(4) 本診断費の見積書（写） 本診断結果報告書の内容を要約した概要版 

(5) 契約書・領収書（写）・振込依頼書 契約書・領収書（写）・振込依頼書 

【提 出 書 類】 

３ 

診断 



 
 

 

＊代理受領について 

 申請者が業者に補助金の受領を代理で行わせることができる制度です。通常、申請者へ

お支払する補助金を直接千葉市から業者へお支払することで、申請者は費用から補助金を

差し引いた額を用意すればよくなり、初期費用の負担を軽減することができます。 

①申請者から業者へ３００万円支払い 

②３００万円の領収書の写しを千葉市へ提出 

③千葉市から申請者へ２００万円支払い 

①申請者から業者へ１００万円支払い 

②１００万円の領収書の写しを千葉市へ提出 

③千葉市から業者へ２００万円支払い 

代理受領のフロー図（本診断費用３００万円、補助金２００万円の場合） 

申 請 申 請業者 業者 

千葉市 千葉市 

【通常の流れ】 【代理受領の流れ】 

① ① 

② ② 

③ 

③ 

４ 


